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県
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育
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員
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倫
理
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程
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正
す
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訓
令
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。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
倫
理
規
程

(

平
成
十
三
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

第
二
条
第
十
一
項｣

を

｢

第
二
条
第
十
六
項｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
三
項
第
二
号
中

｢

支
給
額
の
算
出｣

を

｢

区
分｣

に
、

｢

百
分
の
二
十
五
の
支
給
割

合｣

を

｢

一
類
か
ら
三
類
ま
で
の
区
分｣

に
改
め
る
。
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( )

青
森
県
公
営
企
業
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程

第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
次
に
、
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
の
事
務
の
代
決)

第
二
十
八
条
の
二

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
が
不
在
の
と
き
は
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー

又
は
あ
ら
か
じ
め
課
長
の
承
認
を
得
て
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事
務
を
代

決
す
る
。

別
表
第
四
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
二

(

第
二
十
三
条
関
係)

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
共
通

略

総
務
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

第
一
号
〜
第
十
五
号

略

第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
三
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
就
業
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢

並
び
に
休
息
時
間

(

正
規
の
勤
務
時
間
の
う
ち
に
設
け
ら
れ
る
時
間
で
職
員

の
元
気
回
復
を
図
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。)

｣

を
削
り
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条
の
四
第
一
項
第
二
十
二
号
中

｢

第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年

法
律
第
九
十
六
号)

第
十
三
条｣

を

｢

第
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

並
び
に
休
息
時
間｣

を
削
り
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
休
憩
時
間
の
割
振
り
は
、
所
長
が
行
う
。

第
九
条
中
、
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
、

｢
(

第
十
号
様
式)

｣

を
削
る
。

第
三
十
五
条
第
四
項
を
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

職
員
の
証
は
、
青
森
県
職
員
服
務
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
一
日
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九

号)

に
規
定
す
る
職
員
の
証
の
様
式
と
し
、
前
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
１
０
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
四
号

青
森
県
公
営
企
業
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規

程
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
削
る
。

第
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。
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区

分

始
業
時
刻

終
業
時
刻

休
憩
時
間

月
曜
日
か
ら

金
曜
日
ま
で

午
前
八
時
三

十
分

午
後
五
時
十

五
分

午
後
零
時
か

ら
午
後
零
時

四
十
五
分
ま

で

区
分

始
業
時
刻

終
業
時
刻

休
憩
時
間

日
勤

午
前
八
時
三

十
分

午
後
五
時
十

五
分

四
十
五
分

夜
勤

午
後
四
時
三

十
分

翌
日
の
午
前

九
時
十
五
分

一
時
間
十
五

分



( )

別
表
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
公
営
企
業
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
程
の
規
定
は
、
こ
の

規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
出
発
し
た

旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
五
号

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
四
十
九
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第

九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

管
理
職
手
当)

第
三
条

条
例
第
四
条
に
規
定
す
る
知
事
が
指
定
す
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
と
し
、

そ
の
職
を
占
め
る
職
員
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の
額
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
六
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程

(

昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
六
条
第
三
項
中

｢

吏
員｣

を

｢

職
員｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
１
の
�
の
表
中

｢
｢を

に
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職

支
給
額

参
事

八
万
二
千
二
百
円

課
長

七
万
七
千
四
百
円

総
括
副
参
事

六
万
六
千
四
百
円

副
参
事

五
万
千
九
百
円

所
長

(

企
業
職
七
級
の
も
の
に

限
る
。)

七
万
七
千
四
百
円

所
長

六
万
二
千
三
百
円

４中
小
水
力

発
電
開
発

改
良
積
立

金５当
年
度
未

処
分
利
益

剰
余
金

(又
は
当

年
度
未
処

理
欠
損
金
)

当
年
度
末
に
お

け
る
繰
越
利
益

剰
余
金
(又
は

繰
越
欠
損
金
)

の
額
に
当
年
度

の
純
利
益
(又

は
純
損
失
)
の

金
額
を
加
算
し

た
額

４中
小
水
力

発
電
開
発

改
良
積
立

金５当
年
度
未

処
分
利
益

剰
余
金

(又
は
当

年
度
未
処

理
欠
損
金
)

当
年
度
末
に
お

け
る
繰
越
利
益

剰
余
金
(又
は

繰
越
欠
損
金
)

の
額
に
当
年
度

の
純
利
益
(又

は
純
損
失
)
の



( )

｣
｣

改
め
る
。

別
表
第
一
の
２
の
�
の
表
中

｢
｢を

に
｣

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
長
、
非
常
勤
の
理
事
及
び
監
事
の
報
酬
並
び
に
費
用
弁
償

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
事
業
団
規
則
第
一
号

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
長
、
非
常
勤
の
理
事
及
び
監
事
の
報
酬
並
び
に
費
用

弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
長
、
非
常
勤
の
理
事
及
び
監
事
の
報
酬
並
び
に
費
用
弁
償

に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
二
月
青
森
県
事
業
団
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
中

｢

行
な
う｣

を

｢

行
う｣

に
、

｢

一
般
職
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例｣

を

｢

職
員

等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
非
常
勤
の
理
事
及
び
監
事
の
項
中

｢

別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の
十
一
級｣

を

｢

第

三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
務
以
外｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
長
、
非
常
勤
の
理
事
及
び
監
事
の
報
酬
並
び

に
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適

用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
常
勤
の
理
事
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
事
業
団
規
則
第
二
号

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
常
勤
の
理
事
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
常
勤
の
理
事
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
九

青 森 県 報平成19年３月30日 金曜日 号外第33号 4
金
額
を
加
算
し

た
額

３繰
延
勘
定

償
却

４受
託
工
事

費

開
発
費
償
却

退
職
給
与
金

償
却

試
験
研
究
費

償
却

控
除
対
象
外

消
費
税
額
償

却

給
水
装
置
の
新

設
又
は
修
繕
等

の
受
託
工
事
以

外
の
受
託
工
事

に
要
す
る
費
用

３繰
延
勘
定

償
却

４受
託
工
事

費

開
発
費
償
却

退
職
給
与
金

償
却

試
験
研
究
費

償
却

控
除
対
象
外

消
費
税
額
償

却

給
水
装
置
の
新

設
又
は
修
繕
等

の
受
託
工
事
以

外
の
受
託
工
事

に
要
す
る
費
用



( )

年
二
月
青
森
県
事
業
団
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

、
薪
炭
手
当｣

を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の
十
一
級｣

を

｢

第
三
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定

す
る
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
職
務
以
外｣

に
、

｢

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例｣

を

｢

職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
常
勤
の
理
事
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
則
の

規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅

行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
常
勤
の
理
事
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
事
業
団
規
則
第
三
号

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
常
勤
の
理
事
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
常
勤
の
理
事
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
二

月
青
森
県
事
業
団
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

｢

在
職
月
数｣

の
下
に

｢
(

常
勤
の
理
事
と
な
つ
た
日
か
ら
退
職
し
た
日
ま
で
の
期
間

の
月
数

(

一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。)

に
よ
り
計
算
し
た
期
間
を

い
う
。)

｣

を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
常
勤
の
理
事
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
規
定

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
退
職
に
係
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
事
業
団
規
則
第
四
号

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
事
業
団
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第

五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中

｢

住
民
登
録
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

｣

を

｢

住
民

基
本
台
帳
法

(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号)

｣

に
、

｢

謄
本
又
は
抄
本｣

を

｢

写
し｣

に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
す
る
。

第
十
八
号
様
式
の

(

そ
の
一)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( )

第
十
八
号
様
式
の

(

そ
の
二)

中

｢の
級
｣

を
削
り
、

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢
｢

｢
｢を

に
、

を

｣
｣

｣
｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

そ
の
三)

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
旅
費
請
求

(

精
算)

書
の
用
紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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宿
泊
料

日
当

旅
行
雑
費

宿
泊
料

円
Ｂ

円
路
程キ
ロ
メ
ー
ト
ル

公
舎
､
自

宅
､
借
家

円
Ｂ

円

路
程キ
ロ
メ
ー
ト
ル



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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